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第８期 第２２回東温市農業委員会議事録 

 

１．開催日時 令和７年５月９日（金） 午前９時３０分～ 

 

２．開催場所 東温市役所 ４階 大会議室 

 

３．出席委員（１７人） 

 

４．欠席委員（２人） 

    

５．議事録署名人の指名について（２人） 

 

６. 議案審議（６件） 

  議案第７２号 農地法第３条の許可申請について            （３件） 

  議案第７３号 農地法第５条第１項の許可申請について         （２件） 

  議案第７４号 農用地利用集積等促進計画案への意見について      （１件） 

   

７. 農業委員会事務局職員（５人） 
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８．会議の概要 

○事務局長 

皆さん、おはようございます。ご起立ください。姿勢を正してください。一同、礼。

ご着席ください。総会に先立ちまして、委員の出席状況をご報告いたします。只今の委

員の出席は１９名中１７名です。８番 〇〇 委員、１０番 〇〇 委員より欠席のご連

絡をいただいております。出席委員が過半数に達しておりますので本会議が成立してい

ることをご報告いたします。それでは会長お願いします。 

 

○議長（会長） 

  皆さん、おはようございます。 

  ５月の連休明けで、東温市は田園風景が美しい麦の秋を迎えています。中山間では田

植えが始まっています。これから麦の収穫、米の作付と大変忙しい中ですが、本日は天

気も良く今回の総会を始めることができます。今回は追加議案が１件あります。 

  それでは只今から第２２回農業委員会を開会いたします。 

  本日の議事録署名人ですが、４番 〇〇 委員、５番 〇〇 委員さん、よろしくお願

いします。 

議案審議に入っていきます。まず、議案第７２号農地法第３条の許可申請について、

３件を議題といたします。１番目の案件につきまして事務局より説明をお願いいたしま

す。 

 

○事務局 

議案第７２号、農地法第３条の許可申請について説明いたします。 

１番 譲渡人 東温市〇〇番〇 〇〇〇〇さん。譲受人 松山市〇〇〇〇  〇〇〇

〇さん。土地は、〇〇字〇〇番、畑、３００㎡、同所同字他７筆の計８筆で合計面積は

４，７４９㎡です。権利内容は、贈与です。作付作物は野菜、柑橘です。耕作面積は０

㎡です。主な農機具の保有状況は、トラクター、草刈機です。労働力は、常時本人、妻

の２人です。 

なお〇〇さんは東温市で新規就農者となりますので、別紙１をご覧ください。農地法

第３条第１項許可申請に係る要件確認書について、令和７年４月２５日９時から、〇〇

委員さん〇〇推進委員さんに同席いただきまして、面接を実施しております。面接に際

して、農地法第３条第２項１号から６号までの該当の有無を確認しております。 

まず第１号不耕作目的、効率的に利用しない場合の権利取得の禁止についてですが、

確認結果といたしまして、２年間の就農経験があり、本格的に農業に従事したく、所有

者の〇〇に相談し農地を受贈することとなった。トラクター、草刈機を所有しており、

年間を通して果樹、里芋、長ネギ、季節野菜を作付けし、収穫物については農協への出

荷、企業への販売や自家消費を予定している。 

許可後は知人農家、地元農家からの指導助言を得ながら、農業技術の向上と収穫量増

加を目指していき、20年以上農業に従事し規模拡大を検討しているとのことです。 

第２号、「農地所有適格法人以外の法人による権利取得の禁止」ですが、該当ありませ

ん。第３号「信託の引受の禁止」ですが、該当ありません。第４号「農作業常時従事要
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件」ですが、常時本人、妻２人で、年間１５０日間程度農業に従事するとのことです。

第５号「所有権以外の権原に基づいて耕作又は養畜の事業を行う土地の転貸又は質入れ

の禁止」ですが、該当ありません。第６号「地域との調和要件」ですが、地域の慣習に

従い、除草作業等を行う。農道・水路などの共同利用施設の取決めを遵守すると共に、

農業の維持・発展に関する地域の話し合いに積極的に参加するとのことです。以上のこ

とから、農地法第３条第２項各号いずれにも該当しないため、許可要件はすべて満たし

ていると考えております。以上です。 

 

〇議長（会長） 

  この件につきましては、地元は〇〇委員さんとなりますので、確認結果の報告をお願

いします。 

 

○委員 〇〇委員 

  場所は県道を挟んだ、〇〇の近くの農地。〇〇氏とは４月２５日の面談以前にも２度

面談しております。〇氏とも面談しています。確認結果は別紙１のとおりですが、〇〇

氏は以前から農業に興味があり、具体的計画性もあります。叔父の〇〇氏も協力し行っ

ていくとのことです。審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○議長（会長） 

  只今、説明がありましたが、皆さんのご意見お伺いしたらと思います。何かご意見ご

ざいませんか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

ないようでしたら採決をしたらと思います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続きまして、２番目の案件につきまして事務局より説

明願います。 

 

○事務局 

２番 譲渡人 東温市〇〇番地 〇〇〇〇さん。譲受人 東温市〇〇番地 〇〇〇〇

さん。土地は、〇〇字〇〇番、田、５９０㎡、同所同字〇〇番、田、８７６㎡。計２筆

で合計１４６６㎡です。権利内容は売買です。作付作物は米、野菜です。主な農機具は

耕運機、トラクター、コンバイン、乾燥機、田植え機です。耕労働力は本人妻の常時２

人です。作面積は１８，３０２㎡です。周辺農業経営の影響は支障なしです。農地法第

３条第 2 項各号には該当しないため許可要件をすべて満たしていると考えます。よろし

くお願いいたします。 

〇議長（会長） 

  この件につきましては、地元、〇〇委員さんとなりますので、確認結果の報告をお願

いします。 
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○委員 〇〇委員 

  説明します。場所は〇〇〇〇の北側で線路の手前。〇〇さんは〇〇歳で以前から息子

さんと耕作されている。息子さんの名義ではなく〇〇さん〇〇歳の本人名義で申請した

いとこだわりがありました。譲渡人の〇〇さんは体調を崩されており農業を継続できる

状態ではないとのことです。このままでは耕作放棄地になりかねないため、今回農地を

引き受けていただくことになりました。 

 

○議長（会長） 

  只今、説明がありましたが、皆さんのご意見お伺いしたらと思います。何かご意見ご

ざいませんか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

ないようでしたら採決をしたらと思います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続きまして、３番目の案件につきまして事務局より説

明願います。 

〇事務局 

続きまして３番の議案に移りたいと思います。譲渡人 東温市〇〇番地 〇〇〇〇さ

ん、持分 2 分の１、兵庫県神戸市〇〇番 〇〇〇〇さん、持分 4 分の１、松山市〇〇番

地〇〇 〇〇〇〇さん持分４分の１。 譲受人 松山市〇〇番地〇〇、〇〇〇さん、〇

〇〇さん。土地は〇〇番 田７１３㎡です。権利内容は、贈与です。作付作物は野菜で

す。耕作面積は０㎡です。 

なお〇〇さんは東温市で新規就農者ですので、別紙２をご覧ください。農地法３条第

１項確認要件ですが、１反未満のため事務局での判断により要件確認を行いました。ま

ず第１号不耕作目的、効率的に利用しない場合の権利取得の禁止についてですが、確認

結果といたしまして、譲渡人が高齢で施設入所のため農業に従事できる状況ではない。

譲受人は夫婦で勤務医であり、生活基盤を構える為に隣接する建物とともに農地の購入

を予定。季節野菜を中心に作付け予定です。農機具は耕運機、軽トラックを購入予定で

す。収穫物については産直市への出荷や自家消費を予定しています。今後も地元の農家

や友人からの指導助言を得ながら農業技術の向上と収穫量の増加を目指していくそうで

す。 

第２号、「農地所有適格法人以外の法人による権利取得の禁止」ですが、該当ありませ

ん。第３号「信託の引受の禁止」ですが、該当ありません。第４号「農作業常時従事要

件」ですが、常時本人、妻２人で、年間１５０日間程度農業に従事するとのことです。

第５号「所有権以外の権原に基づいて耕作又は養畜の事業を行う土地の転貸又は質入れ

の禁止」ですが、該当ありません。第６号「地域との調和要件」ですが、地域の慣習に

従い、除草作業等を行う。農道・水路などの共同利用施設の取決めを遵守すると共に、

農業の維持・発展に関する地域の話し合いに積極的に参加するとのことです。以上のこ

とから、農地法第３条第２項各号の許可要件の１から 6 号いずれにも該当しないため、

許可要件はすべて満たしていると考えております。以上です。 
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〇議長（会長） 

  この件につきましては、地元委員の〇〇さんが欠席のため、事務局より説明お願いい

たします。 

 

〇事務局 

説明します。地図 6 ページをご覧ください。場所は〇〇〇〇の南、高速道路の北側、

譲り渡し人は高齢で施設入所されており、申請地は以前から他の方に耕作していただい

ていました。申請地に隣接されている建物と共に購入してくれる方を探していた所、譲

受人は仕事の都合上転勤を繰り返していたが、将来の生活基盤を構えるために宅地と農

地を購入。申請地は宅地に隣接されていることもあり管理がしやすい為、今回の申請と

なりました。 

 

○議長（会長） 

  只今、説明がありましたが、皆さんのご意見お伺いしたらと思います。何かご意見ご

ざいませんか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

ないようでしたら採決をしたらと思います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

 

全員挙手で、承認いたします。続きまして、議案第７３号農地法第５条第１項の許可

申請について議題といたします。 

 

〇事務局 

  議案第７３号 農地法第５条第１項の許可申請書についてご説明します。 

４番 譲渡人 東温市〇〇番 〇〇〇〇。譲受人 松山市〇〇番地 〇〇〇〇。土地は、

〇〇字〇〇番です。地目は田、面積は３７９㎡です。都市計画区域は市街化調整区域。

農地区分は第３種農地。農用地区域は農用地区域外。転用目的は分家住宅です。権利内

容は使用貸借権設定です。以上です。 

 

〇議長（会長） 

  この件につきましては、担当は〇〇委員さんとなりますので、確認結果の報告をお願

いします。 

 

○委員 〇〇委員 

  地図７ページをご覧ください。３月下旬に行政書士の方から相談がありました。娘さ

んご夫婦から、家を建てたいと相談があったそうです。将来的には農業もやっていくと

のことです。以上です。 

○議長（会長） 

  只今、説明がありましたが、皆さんのご意見お伺いしたらと思います。何かご意見ご
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ざいませんか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

ないようでしたら採決をしたらと思います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続きまして５番目の案件について、事務局より説明願

います。 

 

〇事務局 

  ５番 譲渡人 大阪府大阪市〇〇 〇〇外９名。譲受人 埼玉県さいたま市〇〇番地 

〇〇株式会社 代表取締役 〇〇。土地は、〇〇字〇〇番外２２筆の合計２３筆です。

面積は １３８３３．９㎡ 都市計画区域は市街化調整区域。農地区分は第３種農地。

農用地区域は農用地区域外農地。転用目的は事務所、工場の建設です。権利内容は所有

権移転です。以上です。 

 

〇議長（会長） 

  この件につきましては、担当は〇〇委員さんとなりますので、確認結果の報告をお願

いします。 

 

○委員 〇〇委員 

  説明いたします。面接や資料もいただきまして、内容に関しては特に問題ないのでは

ないかと思われます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○議長（会長） 

  只今、説明がありましたが、皆さんのご意見お伺いしたらと思います。何かご意見ご

ざいませんか。 

 

〇委員 〇〇委員 

 どんな事業をされている会社ですか。 

 

〇事務局 

コイルの巻取り機、コイルの導線の繰り出し機を成型する装置。装置のメンテナンス設計、

設置をされています。馴染みではないが業界トップクラスの企業です。〇〇以外に〇〇と

〇〇に大規模な工場があり、海外拠点もある。スマートフォンに搭載されるような小さい

ものから大きなものもあるようです。またコイルの巻取りや製作を行う企業です。 

 

〇議長（会長） 

周辺は住宅もあるが騒音や排水は問題ないですか。 

 

〇事務局 

屋内で行うため騒音は問題ないです。車の出入りはあると思います。排水は開発許可案件
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で問題がない設計となっています。 

 

〇議長（会長） 

他にないようでしたら採決をしたらと思います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続きまして、追加議案第７４号農用地利用集積等促進

計画案への意見について議題といたします。事務局より説明をお願いします。 

 

○事務局 

議案第７４号 農用地利用集積等促進計画案への意見について議題といたします。 

追加議案とする理由について説明いたします。農業経営強化基盤法の改正により、従

来の利用権設定が廃止され、地域計画策定後から農地中間管理事業法による利用権設定

へ変更となったことに伴い、３月中旬から農地中間管理事業法による利用権設定を受付

けておりまして、３月末までに申出書の提出があった案件について、機構からの同意が

得られましたので、速やかに「農用地利用集積等促進計画案」を作成し機構に提出する

必要があります。提出にあたり「農用地利用集積等促進計画」の素案を市が作成する際

に農業委員会の意見を求めることとされておりますので、今回追加議案としてあげさせ

ていただきました。 

お配りしております「農用地利用集積等促進計画案」の概要についてご説明いたしま

す。表紙をめくってください。 

９月１日開始で３月末受付分です。申し出件数は６件、面積は８，７６０㎡。 

その内、期間借地は１件、面積は７７３㎡となっています。 

所有者は５名、耕作者は６名です。期間は、最低でも５年以上となっていることから、

５年と１０年となっております。農用地の利用内容としては全て水田として利用される

こととなっております。米１０ａあたりの賃借料については、現物では、最高４５㎏、

最低２１㎏となっております。地目別は、全て田で ８，７６０㎡です。 

２ページは期間別、地目別の面積等が記載しております。 

３ページ以降は農地中間管理権設定一覧となっておりまして、左から所有者、耕作者、

土地の所在地等、契約期間、利用内容、賃料、地域計画農業を担う者一覧への記載の有

無を記載しております。今後４月末受付分、５月末受付分の利用権申出についても機構

からの同意が得られましたら、議案審議していただけたらと思います。説明は以上です。 

 

○議長（会長） 

  只今、説明がありましたが、皆さんのご意見お伺いしたらと思います。何かご意見ご

ざいませんか。 

 

○委員 〇〇委員 

  一覧表に地域計画位置付の有無が記載されているのですが、有の場合は地域計画内の

担う者として位置づけられているということでしょうか。また、担う者として位置づけ

られてない人は申請できないのでしょうか。 
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○事務局 

  地域計画位置付の有無について、有りは地域計画内の農業を担う者として一覧に名前

の記載がある人です。 

  位置付が無い人についても農地を貸借することは可能であるが、利用集積等促進計画

を機構が作成する際に利害関係人の意見聴取として２週間の公告が必要となっておりま

す。 

 

○委員 〇〇委員 

  所有者が亡くなられているさいの利用権設定更新通知は所有者と耕作者どちらに案内

しているのか。また、所有者が亡くなられており未相続農地の場合の手続き方法を教え

てください。 

 

○事務局 

  更新の案内については所有者と耕作者の両名に通知しておりまして、所有者が亡くな

られている場合についてはできる限り相続人に通知するようにしております。 

  未相続農地の貸借については提出書類が複雑になっておりまして、相続人の同意書と

相続関係図、所有者と相続人の戸籍謄本、附票の提出を求めております。窓口で相談が

あった場合はできる限り相続登記をしてから申請するように案内しております。 

 

○議長（会長） 

  ほかに何かご意見ございませんか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

ないようでしたら採決をしたらと思います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。 

  本日の議案審議については、６件、これで全て終了しました。 

  次回の農業委員会は令和７年６月１０日となっております。 

以上で第２２回農業委員会を閉会いたします。熱心なご審議ありがとうございました。 
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上記、会議の審議については、正確であることを認め署名する。 

 

 

 

            令和    年    月    日 

 

 

 

               議 長                    

 

               

 署名人                    

 

                

署名人                    

 

 

 

 

 

 

 


